
公的価格の制度について

資料４



診療報酬（医療） 介護・障害福祉サービス等報酬 子ども・子育て支援新制度の公定価格

報酬・価格の
決まり方

・２年に１度の実態調査で把握される医療
機関等の類型ごとの収支状況等を踏まえ、
その提供に要する費用の額等を勘案して
個々の診療行為ごとに報酬を決定

・実態調査で把握される施設や在宅サービス
の類型ごとの収支状況等を踏まえ、その提供
に要する平均的な費用の額等を勘案して、
原則３年ごとに報酬を決定

・教育・保育に通常要する費用の額を勘案し
て公定価格（基本額＋各種加算）を決定
・公定価格の金額については人件費・事業
費・管理費について対象となる費目を積み上
げて算定
・人件費は国家公務員給与の改定状況、事
業費・管理費は物価の動向等を踏まえて毎
年度改定

処遇改善の
仕組み

看護師等の負担軽減のため、看護職員や看
護補助者の配置増に対する加算等があるが、
賃金改善を直接の目的とする仕組みはない

※医療においては、医師、看護職員、リハビリ
テーション専門職等多様な専門職がチーム
でサービス提供を担っている点に留意が必
要

・処遇改善加算：介護職員が対象
・特定処遇改善加算：経験・技能のある介
護職員に重点を置いた加算

※平成21年以降、介護職員の処遇改善加
算の創設や順次の拡充等の取組を実施。

※加算の取得は、加算により取得される額以
上の賃金改善が要件

※障害福祉についても同様の仕組み

・処遇改善等加算Ⅰ：全職種が対象
・処遇改善等加算Ⅱ：技能・経験を積んだ
副主任保育士・専門リーダー等が対象

※平成25年以降、保育士等の処遇改善等
加算の創設や順次の拡充等の取組を実施

※加算の取得は、加算により取得される額以
上の賃金改善が要件

費用負担 ・患者負担 年齢・所得に応じて1～3割（高
額療養費制度あり）
・給付費 診療報酬（保険料:公費=6:4）

【介護】
・利用者負担 所得に応じて1～３割（高額
介護サービス費制度あり）

・給付費 介護報酬（保険料:公費=1:1）

【障害福祉】
・利用者負担 所得に応じて最大1割（高額
障害福祉サービス等給付費制度あり）
・給付費 障害福祉サービス等報酬（全額公
費）

・利用者負担 市町村が設定（上限あり）
※0～2歳は応能負担、3歳以上は無償

・給付費 原則公費、一部事業主拠出金あり

※公立保育所等は地方交付税措置
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介護職員の処遇改善について

+9,000円
+9,000円 +9,000円 +9,000円 +9,000円 +9,000 

+15,000円 +15,000円 +15,000円 +15,000円 +15,000 

+6,000円 +6,000円 +6,000円 +6,000 

+13,000円
+13,000円 +13,000 

+14,000円 +14,000 

+18,000 円
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21年度 （21年度補正予算） 24年度 27年度 29年度 令和元年度

※介護報酬
＋３％改定

※処遇改善交付金
（1 5万円相当）

※処遇改善交付金を
処遇改善加算に切替

月額
+9,000円
（実績）

月額
+24,000円
（実績）

月額
+30,000円
（実績）

月額
+43,000円
（実績）

月額
+57,000円
（実績）

（改善額：円）

※処遇改善加算の
拡充（1 2万円相当）

※ 各年度の月額処遇改善額（実績）は、全て「介護従事者処遇状況等調査」によるものであるが、それぞれ調査客体等は異なる。
※ 2012、2015、2017年度については、処遇改善加算を取得した施設・事業所の介護職員の月額処遇改善額（実績）。

2019年度については、特定処遇改善加算を取得した施設・事業所の介護職員の月額処遇改善額（実績）。

※処遇改善加算の
拡充（1 0万円相当）

（2009） （2009補正） （2012） （2015） （2017） （2019）

これまでの実績を合計すると
月額 +75,000円（実績）

うち勤続年数10年以上の
介護福祉士 +21,000円

※全産業平均の賃
金と遜色ない水準
を目指し、特定処
遇改善加算を創設

新しい経済対策
パッケージ
（消費税財源）

歳出の見直し

消費税財源

3




